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国 地 契 第 １ ０ ３ 号

平成２５年３月２５日

各地方整備局長 殿

国土交通事務次官

「工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領」の一部改正について

標記について、工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領（昭和41年12

月23日付け建設省厚第79号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏なき

よう措置されたい。

記

第１中｢第２号｣を｢第二号｣に改める。

第２中｢第２号｣を｢第二号｣に改める。

第３本文中｢平成22年国土交通省告示第1175号｣を｢平成24年国土交通省告示第523号｣に

改め、｢及び平成23年３月31日以前に選定要領第５第１項の資格審査申請書を提出した選

定要領第２第１号に規定する清掃作業参加者等（以下「清掃作業参加者等」という。）｣

を削る。

第３第一号中｢第２号｣を｢第二号｣に、｢年間平均完成工事高の金額｣を｢旧告示第二の一

の１及び附則の審査の基準により審査して得られた旧告示別表第一の区分｣に、｢別表１

－１｣を｢別表１｣に改める。

第３第二号中｢第２号｣を｢第二号｣に改める。

第３第二号中｢（選定要領第２第１号に規定する清掃作業参加者等については、これに

準ずる方法により得られた区分）｣を削り、｢別表３－１｣を｢別表３｣に改める。

第３第三号本文、同号イ、同号ロ、同号ハ本文、同号ハ（イ）中｢第２号｣を｢第二号｣

に改める。

第３第三号本文中｢旧告示第二の一の２若しくは３、二又は四の審査の基準｣を｢旧告示

第二の一の２及び３、二並びに四、並びに附則の審査の基準｣に改める。

第３第三号本文中｢（清掃作業参加者等については、これに準ずる方法により得られた

区分又は数値）｣を削る。

第３第三号ハ本文中｢（ト）｣を｢（ヌ）｣に改め、｢営業年数の点数、｣の次に｢民事再生

法又は会社更生法の適用の有無の点数、｣を加え、｢公認会計士等の点数並びに研究開発

の状況の点数を合計した点数に10を乗じた点数｣を｢公認会計士等の点数、研究開発の状

況の点数、建設機械の保有状況の点数並びに国際標準化機構が定めた規格による登録の

状況の点数を次の算式によって計算した点数｣に改め、｢算式｣及び｢(ｲ)～(ﾇ)の点数の合

計点数×10×190／200｣を加える。
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第３第三号ハ（イ）算式中｢X1×15－X2×30｣を｢Ｙ×15｣に改め、｢この式においてX1及

びX2は、それぞれ次の値を表すものとする。｣を削り、｢X1｣を｢Ｙ：｣に、｢（３）｣を｢（三）｣

に、｢（５）｣を｢（五）｣に改め、｢X2｣及び｢選定要領第２第２号イの(ニ)に掲げる項目の

うち旧告示第一の四の１の(１)及び(２)の各項目について加入をしてないとされたもの

の数｣を削除する。

第３第三号ハ中｢民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数は、旧告示別表第七の

（１）又は（２）の区分に応じ、別表７の点数の欄に掲げる点数とする。｣を（ハ）とし

て加え、｢（ハ）｣を｢（ニ）｣に、｢旧告示別表第七｣を｢旧告示別表第八｣に、｢別表７｣を｢別

表８｣に、｢（ニ）｣を｢（ホ）｣に、｢旧告示別表第八｣を｢旧告示別表第九｣に、｢別表８｣を

｢別表９｣に、｢（ホ）｣を｢（ヘ）｣に、｢旧告示別表第九｣を｢旧告示別表第十｣に、｢別表９｣

を｢別表10｣に、｢（ヘ）｣を｢（ト）｣に、｢旧告示別表第十｣を｢旧告示別表第十一｣に、｢別

表10｣を｢別表11｣に、｢（ト）｣を｢（チ）｣に、｢旧告示別表第十一｣を｢旧告示別表第十二｣

に、｢別表11｣を｢別表12｣に改め、（リ）として｢建設機械の保有状況の点数は、旧告示別

表第十三の（１）から（16）までの区分に応じ、別表13の点数の欄に掲げる点数とする。｣

を、（ヌ）として｢国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数は、旧告示別表

第十四の（１）から（４）までの区分に応じ、別表14の点数の欄に掲げる点数とする。｣

を加える。

第３の２本文中｢平成23年４月１日以降に選定要領第５第１項の資格審査申請書を提出

した清掃作業参加者等｣を｢道路清掃作業参加者等｣に改める。

第３の２第一号中｢金額｣を｢新告示第二の一の１及び附則の審査の基準により審査して

得られた新告示別表第一の区分（選定要領第２第１号に規定する道路清掃作業参加者等

については、これに準ずる方法により得られた区分）｣に、｢別表１－２｣を｢別表１｣に改

める。

第３の２第二号中｢第２号｣を｢第二号｣に改める。

第３の２第二号及び第三号中｢清掃作業参加者等｣を｢道路清掃作業参加者等｣に改める。

第３の２第二号中｢別表３－２｣を｢別表３｣に改める。

第３の２第三号本文、同号イ、同号ロ、同号ハ本文、同号ハ（イ）中｢第２号｣を｢第二

号｣に改める。

第３の２第三号中｢新告示第二の一の２若しくは３、二又は四の審査の基準｣を｢新告示

第二の一の２及び３、二並びに四、並びに附則の審査の基準｣に改める。

第３の２第三号ハ（イ）算式中｢X1×15－X2×30｣を｢Ｙ１×15－Ｙ２×40｣に、

｢X1｣を｢Ｙ１｣に、｢X2｣を｢Ｙ２｣に、｢（３）から（５）まで｣を｢（四）から（六）まで｣

に、｢（１）及び（２）｣を｢（一）から（三）まで｣に改める。

第４第１項本文中｢別表15の換算係数の欄に掲げる数値｣の次に｢でべき乗するととも

に、別表16の換算係数の欄に掲げる数値｣を加える。

第４第１項第一号中｢第２号｣を｢第二号｣に、｢別表16｣を｢別表17｣に、｢別表17｣を｢別表

18｣に改める。

第５第１項中｢及び次項から第７項までに定めるところによるものとする。｣の次に｢な

お、構成員が新告示に基づき建設業法第27条の29第１項の総合評定値の通知を受けてい

る者及び道路清掃作業参加者等である場合は、次項から第７項までの規定のうち、第３
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を第３の２と読み替えるものとする。｣を加える。

第５第２項中｢第１号｣を｢第一号｣に、第３項、第４項、第５項、第６項、及び第７項

中｢第２号｣を｢第二号｣に改める。

第６第１項中｢第６号｣を｢第六号｣に、第２項及び第３項中｢第２号｣を｢第二号｣に改め

る。

第７中｢第６号｣を｢第六号｣に改める。
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別表１を次のように改める。
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別表３を次のように改める。

区分 点　数

(1) １，０００億円以上 2,865

(2) ８００億円以上 １，０００億円未満 119×（年間平均元請完成工事高）÷20,000,000＋2,270

(3) ６００億円以上 ８００億円未満 145×（年間平均元請完成工事高）÷20,000,000＋2,166

(4) ５００億円以上 ６００億円未満 87×（年間平均元請完成工事高）÷10,000,000＋2,079

(5) ４００億円以上 ５００億円未満 104×（年間平均元請完成工事高）÷10,000,000＋1,994

(6) ３００億円以上 ４００億円未満 126×（年間平均元請完成工事高）÷10,000,000＋1,906

(7) ２５０億円以上 ３００億円未満 76×（年間平均元請完成工事高）÷5,000,000＋1,828

(8) ２００億円以上 ２５０億円未満 90×（年間平均元請完成工事高）÷5,000,000＋1,758

(9) １５０億円以上 ２００億円未満 110×（年間平均元請完成工事高）÷5,000,000＋1,678

(10) １２０億円以上 １５０億円未満 81×（年間平均元請完成工事高）÷3,000,000＋1,603

(11) １００億円以上 １２０億円未満 63×（年間平均元請完成工事高）÷2,000,000＋1,549

(12) ８０億円以上 １００億円未満 75×（年間平均元請完成工事高）÷2,000,000＋1,489

(13) ６０億円以上 ８０億円未満 92×（年間平均元請完成工事高）÷2,000,000＋1,421

(14) ５０億円以上 ６０億円未満 55×（年間平均元請完成工事高）÷1,000,000＋1,367

(15) ４０億円以上 ５０億円未満 66×（年間平均元請完成工事高）÷1,000,000＋1,312

(16) ３０億円以上 ４０億円未満 79×（年間平均元請完成工事高）÷1,000,000＋1,260

(17) ２５億円以上 ３０億円未満 48×（年間平均元請完成工事高）÷500,000＋1,209

(18) ２０億円以上 ２５億円未満 57×（年間平均元請完成工事高）÷500,000＋1,164

(19) １５億円以上 ２０億円未満 70×（年間平均元請完成工事高）÷500,000＋1,112

(20) １２億円以上 １５億円未満 50×（年間平均元請完成工事高）÷300,000＋1,072

(21) １０億円以上 １２億円未満 41×（年間平均元請完成工事高）÷200,000＋1,026

(22) ８億円以上 １０億円未満 47×（年間平均元請完成工事高）÷200,000＋996

(23) ６億円以上 ８億円未満 57×（年間平均元請完成工事高）÷200,000＋956

(24) ５億円以上 ６億円未満 36×（年間平均元請完成工事高）÷100,000＋911

(25) ４億円以上 ５億円未満 40×（年間平均元請完成工事高）÷100,000＋891

(26) ３億円以上 ４億円未満 51×（年間平均元請完成工事高）÷100,000＋847

(27) ２億５，０００万円以上 ３億円未満 30×（年間平均元請完成工事高）÷50,000＋820

(28) ２億円以上 ２億５，０００万円未満 35×（年間平均元請完成工事高）÷50,000＋795

(29) １億５，０００万円以上 ２億円未満 45×（年間平均元請完成工事高）÷50,000＋755

(30) １億２，０００万円以上 １億５，０００万円未満 32×（年間平均元請完成工事高）÷30,000＋730

(31) １億円以上 １億２，０００万円未満 26×（年間平均元請完成工事高）÷20,000＋702

(32) ８，０００万円以上 １億円未満 29×（年間平均元請完成工事高）÷20,000＋687

(33) ６，０００万円以上 ８，０００万円未満 36×（年間平均元請完成工事高）÷20,000＋659

(34) ５，０００万円以上 ６，０００万円未満 22×（年間平均元請完成工事高）÷10,000＋635

(35) ４，０００万円以上 ５，０００万円未満 27×（年間平均元請完成工事高）÷10,000＋610

(36) ３，０００万円以上 ４，０００万円未満 31×（年間平均元請完成工事高）÷10,000＋594

(37) ２，５００万円以上 ３，０００万円未満 19×（年間平均元請完成工事高）÷5,000＋573

(38) ２，０００万円以上 ２，５００万円未満 23×（年間平均元請完成工事高）÷5,000＋553

(39) １，５００万円以上 ２，０００万円未満 28×（年間平均元請完成工事高）÷5,000＋533

(40) １，２００万円以上 １，５００万円未満 19×（年間平均元請完成工事高）÷3,000＋522

(41) １，０００万円以上 １，２００万円未満 16×（年間平均元請完成工事高）÷2,000＋502

(42) １，０００万円未満 341×（年間平均元請完成工事高）÷10,000＋241

注）　点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

年間平均元請完成工事高
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別表15を次のように改める。

別表16を次のように改める。

別表17を次のように改める。

別表18を次のように改める。

附 則

この通知による改正後の工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領は、

平成25年度以降に締結する工事請負契約に関する事務処理について適用する。

部局係数

当該地方支分部局
が発注した工事 1.0

７億２，０００万円以上

２億円以上 ７億２，０００万円未満

２億円未満 0.5

1.0

工事請負金額

全　　工　　事

他の地方支分部局又は
官庁営繕部が発注した
工事

直近係数

2.0
1.0

実績工事

             直近２年以内の完成工事

             直近２年超４年以内の完成工事

工事種別 換算係数
一般土木 0.10844
アスファルト舗装 0.10908
鋼橋上部 0.10064
造園 0.10286
建築 0.11690
電気設備 0.11881
暖冷房衛生設備 0.099520
上記以外の工種区分 0.10678

工事種別 換算係数
一般土木 538.39
アスファルト舗装 558.21
鋼橋上部 577.10
造園 579.05
建築 611.04
電気設備 626.24
暖冷房衛生設備 689.28
上記以外の工種区分 577.81


